
                        令 和 ４ 年 ６ 月 2 2 日 

総合政策局公共事業企画調整課 

 

自動化施工の早期普及・開発促進に向け当面の行動計画を議論します 

～「建設機械施工の自動化・自律化協議会（第2回）」を開催します～ 

人口減少が進むなか、建設産業では、他産業と比較して就業者の高齢化が進んでいるこ

とから、担い手不足の深刻化が懸念されています。そのため、建設現場の抜本的な生産性

向上、働き方改革を実現することが喫緊の課題です。 

建設現場の生産性向上に資する技術の一つとして、建設機械施工の自動化・自律化・遠

隔化技術が期待されています。建設機械施工の自動化・自律化・遠隔化技術は、施工現場

から人がいなくなるいう点で新しい領域であるため、その技術の開発・普及を加速させる

ために、関係業界と行政機関による分野横断的な議論を進めています。 

今般、有識者を交え当面の行動計画について議論を行う「建設機械施工の自動化・自律

化協議会」の第２回を下記のとおり開催します。 

 

記 

 

日 時 ： 令和４年６月24日（金） 16:30～17:30 

場 所 ： web会議にて開催 

議 題 ： ＷＧの活動状況について  

当面の行動計画について 

取 材 等 ： 会議は非公開としますが、報道関係者の方は閉会後の取材が可能で

す。取材希望者は６月23日17:00までに所属、氏名及び電話番号を

下記問い合わせ先にご連絡の上、中央合同庁舎３号館11Fインフラ

ＤＸルームにお越しください。 

       会議資料及び議事要旨は、後日国土交通省HPにて公開予定です。 

以上 

 

建設機械施工の自動化・自律化・遠隔化技術の早期普及・開発促進に向け、有識者・

関係業界・関係省庁参画のもと、第2回となる協議会を開催し当面の行動計画を議論し

ます 

【問い合わせ先】総合政策局 公共事業企画調整課 

課長補佐 味田、施工企画係長 金森 

代表：03(5253)8111(内線24933,24922) 直通：03(5253)8285 FAX：03(5253)1556 



建設機械施工の自動化・自律化協議会 実施体制

学 識 者 ： 建設施工関係、ロボット関係、機械関係
関係団体 ： 建設関連団体、建設機械関連団体、ロボット関連団体
行政機関 ： 国交省、厚労省、経産省、 各研究機関

建設機械施工の自動化・自律化協議会

学会
大学 業団体 調査

測量 設計 施工 業団体 建機
メーカ

レン
タル AI ロボット IoT 制御

ソフト 通信

国・自治体・有識者

行政

建設関連企業 建設機械関連企業 建設分野以外の関連企業

施工管理・検査基準WG
建設機械における自動・自律・遠隔施工を実施する際の

・現場検証、評価
・施工管理、検査基準の検討
・安全ガイドラインの検討

PF共同研究
土木研究所
協調領域の開発
建機メーカ
ゼネコン

システムベンダー

安全・基本設定WG
建設機械における自動・自律・遠隔施工を実施する際の

・安全ルールの標準化、設定に関する検討
・自動化目標の設定に関する検討
・協調領域の設定に関する検討

・自動化・自律化機械の性能に関する検討

現場普及WG
建設機械における自動・自律・遠隔施工普及のための

・モデル工事導入の検討
・入札契約方式の検討

施工監理・検査基準W.G

参加者公募
ベンチャー企業含む

国交省・厚労省・研究所・
建設関係・建機関係

国交省・経産省・研究所・
建設関係・建機関係・建設分野以外

国交省内（事業部局含）
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建設機械施工の自動化・自律化協議会 

設置規約 

 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会の名称は、「建設機械施工の自動化・自律化協議会」（以下、「本会」という。）

とする。 

 

（目的） 

第２条 本会は、建設機械施工の自動化・自律化・遠隔化技術について、分野横断的な

体制の下、現場状況を踏まえた適切な安全対策や関連基準の整備等により開発及

び普及を加速化させ、飛躍的な生産性向上と働き方改革の実現を目的とする。 

 

（活動） 

第３条 本会は、目的を達するために次の活動を行う。 

（１） 建設機械施工の自動化・自律化・遠隔化技術について、開発及び普及を加速化

するための安全対策及び関連基準の整備に係る検討 

（２） 建設機械施工の自動化・自律化・遠隔化技術について、開発及び普及を加速化

するための上記以外の検討 

（３） その他、協議会で必要と定める事項 

 

（事務局） 

第４条 本会の庶務は、国土交通省総合政策局公共事業企画調整課及び大臣官房技術調

査課が事務局として行う。 

 

 

第２章 会員 

 

（会員） 

第５条 本会の会員は、会長が適当と認める者を事務局が委嘱する。 

２ 会員の任期は２年を超えない範囲で事務局が定める。 

３ 会員は、本会の会議に出席し、本規約第３条で定める活動を行うことができる。 

４ 会員は、あらかじめ事務局に届け出た上で、本会の会議に代理人を出席させること

ができる。 

 

（会長） 

第６条 本会に、会長を 1名置く。 

２ 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長は、国土交通省大臣官房技術審議官が務める。 

４ 会長は、必要が生じた場合、会員の中から臨時で代理を指名することができる。 
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（オブザーバ） 

第７条 本会は、その活動を円滑に推進するため、いずれかの会員の推薦によりオブザ

ーバを置くことができる。 

 

（謝金等） 

第８条 会員への謝金及び旅費は、事務局により「謝金の標準支払基準」及び「国家公務

員等の旅費に関する法律」で定める金額が支払われる。 

 

 

第３章 会議等 

 

（会議） 

第９条 本会の会議は、会長の了解を得て事務局により召集される。 

２ 本会の会議は会員数 3 分の 2 以上の参加で成立し、原則として参加者の過半数以

上の賛同をもって審議内容を可決する。 

 

（ワーキンググループ） 

第１０条 本会は、その目的を達成するために必要な取組みを検討及び推進するための

ワーキンググループを設置することができる。 

２ ワーキンググループは、有志の会員ならびに会員の推薦を受けた者から構成され、

会長がこれを認める。 

 

 

第４章 その他 

 

（規約の変更） 

第１１条 本会の規約は、会員の過半数の賛同をもって変更することができる。 

 

（本会会議資料等の公開） 

第１２条 本会に係る資料等は、会員の確認を得た上で、公表することができる。 

 

（守秘義務） 

第１３条 会員は、本会の活動を通じて知り得た他の会員のノウハウや技術情報等を、

本会事務局の了解無しに、第三者に開示し、または漏洩してはならない。 

２ ただし、知得する以前に既に公知となっている場合、または知得した以後に自己の

責任に帰さない理由で公知となった場合は、この限りではない。 

 

（雑則） 

第１４条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮

って定める。 
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附 則 

１ 本規約の施行に当たっては、会員への意見照会を事前に行う。 

２ 本規約は、令和４年３月１４日より施行する。 

 



 

                           

建設機械施工の自動化・自律化協議会 名簿 

 

■学識者 

立命館大学 総合科学技術研究機構 教授 建山 和由 

東京大学 大学院工学系研究科 総合研究機構 特任教授 永谷 圭司 

 

■関係団体 

（公社）土木学会 建設用ロボット委員会 建設施工小委員長 関 伸司 

（一社）日本建設業連合会 インフラ再生委員会 技術部会長 弘末 文紀 

（一社）建設業労働災害防止協会 技術管理部長 本山 謙治 

（一社）日本建設機械施工協会 理事 渡辺 和弘 

（一社）日本建設機械レンタル協会 専務理事 小椋 直樹 

 

■研究機関 

国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター長 岩崎 福久 

（国研）土木研究所 技術推進本部長 新  一真 

（独法）労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 

技術安全研究グループ部長 芳司 俊郎 

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 ロボット・AI 部長 古川 善規 

 

■行政機関 

国土交通省 

大臣官房 技術審議官 廣瀬 昌由 

総合政策局 公共事業企画調整課長 岩見 吉輝 

大臣官房 技術調査課長 森戸 義貴 

厚生労働省 

労働基準局 安全衛生部 安全課長 釜石 英雄 

経済産業省 

製造産業局 産業機械課長 安田 篤 

 

 


